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寄付税制の不整合是正と
控除対象外消費税問題解決を重点に
日本社会医療法人協議会は「2026年度税制改正要望」を公表した。地域医療の

基盤インフラを担う社会医療法人の制度運用上の課題を整理し、税制面からの是正

を求める内容である。本要望は財政措置を要求するものではなく、既存制度の整合 加納繁照副会長

性確保と公的医療機能の安定確保を目的とした制度是正提案である点が特徴だ。特に

「寄附税制の不整合是正」と「控除対象外消費税問題の抜本対応」は、社会医療法人の持続可能性と

日本の医療提供体制の安定に直結するテーマである。要望の背景と論点について加納繁照副会長の解説

を交えながら報告する。

害医療などを担うことが認定要件 度是正が必要です」
寄附税制の不整合是正

とされている。その役割は社会保 協議会は、社会医療法人を「特
公益法人間の

障上の公益性に直結するが、寄附 定公益増進法人」へ位置付け、寄
制度的公平性の確保

税制では依然として社会福祉法人 附者控除を適用可能とする制度改

現行税制は、租税特別措置法第 との格差が固定化されている。 正を要望している。

78条に基づき、社会福祉法人や学 寄附を活用した医療整備のニー

校法人などの「特定公益増進法人」 ズは高まっており、臨床機器整備・ I 
控除対象外消費税問題

への寄附を税制上優遇している。 裔度救命救急センター運営 ・災害

I 
医療提供体制を歪める

一方で、同じく公益性が法令によ 医療体制整備など、補助金だけで
税制の構造矛盾

り位置づけられた社会医療法人に は賄えない領域は多い。にもかか 医療にかかる消費税の問題は長

は同様の措置が適用されていない。 わらず制度上の格差により、寄附 年にわたり医療界の構造課題とさ

これは制度体系上の整合性を欠く 機会の毀損が生じている。「病院に れてきた。医療サービスは消費税

問題である。「社会福祉法人に寄 寄附したいという方は確実に増え 法第6条により非課税とされてい

附をすると税制優遇がありますが、 ています。しかし現行制度のまま るため、医療機関は医療機器や医

社会医療法人には同じ制度があり では寄附者にインセンティブが働 薬品を購入した際に課される仕入

ません。これは制度上の不公平で かず、結果的に社会的な資金循環 税額を控除できない。その結果、

す」 （加納繁照副会長、以下同） が阻害されています」。 病院は本来「税負担能力の低い公

社会医療法人は医療法第42条の さらに税制改正を停蒋させる構 共インフラ」でありながら、実質

2に基づき、「公的医療機関に準じ 造的要因についても言及した。「財 的な消費税負担を強いられている。

る公益性を持つ医療法人」と定義 務当局は税収減を理由に慎重です 加納副会長は明言する。「控除対

され、救急医療 ・ヘき地医療 ・災 が、公平性の観点からも早期の制 象外消費税の問題は、社会医療法


